
 

 

 

 

 

 

 

 

 早島町では、このたび消費税増税における消費の喚起と経済の下支えを目的に、プレミ

アム商品券を発行することとなり、つくぼ商工会早島支所が業務の一部を受託し、実施い

たします。 

早島町内で「プレミアム（２５％増）付商品券」を使用できる「商品券取扱事業所」を

広く募集いたします。是非ご参加ください。 

多くのお客様が使用できるよう、小売店のみならず、飲食業やサービス業など早島町内 

で事業を営んでいる方々の参加をお待ちしております。 

 今回は、業種に関わらず早島町内の事業所にご案内させていただきました。 

 

【応募資格】早島町内で事業を営んでいる商工業者等 

      （風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、第 2条に規定する風俗関連 

営業等に係るものを除く） 

【応募方法】同封の「早島町プレミアム付商品券取扱事業所登録申請書（様式１）」にご記入の上、

つくぼ商工会早島支所に郵送またはご持参ください。店舗が複数ある場合、店舗ごと

の登録が必要です。 

【募集期間】令和元年７月２２日（月）～令和元年８月１３日（火）必着 

【換金方法】月２回の換金とし、ご指定の口座に振込いたします。 

      ※経費の一部として換金手数料を負担していただきます。 

換金手数料：つくぼ商工会会員 ０％、つくぼ商工会非会員 ２％ 

つくぼ商工会に加入していただくと換金手数料が「無料」になります。是非この機会に商

工会への加入をご検討ください。 

■８月下旬に取扱事業所の決定通知及び事業所向け説明会の案内をお送りします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレミアム（２５％増）付商品券 

取扱事業所募集！！ 

《商品券の内容》 
○名  称／早島町プレミアム付商品券 

○額   面／５，０００円分（５００円券×１０枚）を４，０００円で販売 

○販売総数／１０，０００冊 (額面５，０００万円分) を想定 

○購入方法／早島町役場で販売 

○購入対象者 ①早島町内に居住する扶養外住民税非課税者 

②平成２８年４月２日から令和元年９月３０日までに生まれた子のいる世帯の世帯主 

〇購入限度  購入対象者①：一人につき５冊まで 

購入対象者②：子ども一人につき５冊まで 

〇販売方法 早島町より送付された購入引換券等を持参し、早島町役場にて販売 

○引換期間／令和元年１０月５日（土）～令和２年１月３１日（金） 

○使用期間／令和元年１０月５日（土）～令和２年２月２９日（土） 

【申込・お問合せ】つくぼ商工会早島支所 （担当：岡本・加藤） 

〒701-0303 都窪郡早島町前潟３６０－１ TEL086-482-0523 


